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【 公 報 種 別 】 特 許 法 第 １ ７ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 正 の 掲 載
【 部 門 区 分 】 第 ７ 部 門 第 １ 区 分
【 発 行 日 】 令 和 5 年 8 月 1 0 日 ( 2 0 2 3 . 8 . 1 0 )
　
【 国 際 公 開 番 号 】 W O 2 0 2 1 / 1 0 0 8 5 8
【 出 願 番 号 】 特 願 2 0 2 1 - 5 5 8 4 7 2 ( P 2 0 2 1 - 5 5 8 4 7 2 )
【 国 際 特 許 分 類 】
   Ｈ ０ １ Ｍ 4 / 1 3 1 ( 2 0 1 0 . 0 1 )
   Ｈ ０ １ Ｍ 1 0 / 0 5 2 ( 2 0 1 0 . 0 1 )
   Ｈ ０ １ Ｍ 4 / 6 2 ( 2 0 0 6 . 0 1 )
   Ｈ ０ １ Ｍ 4 / 5 2 5 ( 2 0 1 0 . 0 1 )
   Ｈ ０ １ Ｍ 4 / 5 0 5 ( 2 0 1 0 . 0 1 )
   Ｈ ０ １ Ｇ 1 1 / 4 6 ( 2 0 1 3 . 0 1 )
   Ｈ ０ １ Ｇ 1 1 / 1 0 ( 2 0 1 3 . 0 1 )
   Ｈ ０ １ Ｍ 1 0 / 0 5 6 7 ( 2 0 1 0 . 0 1 )
【 Ｆ Ｉ 】
　 Ｈ ０ １ Ｍ 4 / 1 3 1 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｈ ０ １ Ｍ 1 0 / 0 5 2 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｈ ０ １ Ｍ 4 / 6 2 　 　 　 Ｚ 　 　 　
　 Ｈ ０ １ Ｍ 4 / 5 2 5 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｈ ０ １ Ｍ 4 / 5 0 5 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｈ ０ １ Ｇ 1 1 / 4 6 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｈ ０ １ Ｇ 1 1 / 1 0 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｈ ０ １ Ｍ 1 0 / 0 5 6 7 　 　 　 　 　 　 　
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 5 年 8 月 2 日 ( 2 0 2 3 . 8 . 2 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 正 極 活 物 質 層 を 含 む 正 極 と 、 負 極 と 、 非 水 電 解 質 と 、 を 含 み 、
　 前 記 正 極 活 物 質 層 は 、 ホ ウ 素 と ア ル ミ ニ ウ ム と を 含 み 、
　 通 常 使 用 時 の 充 電 上 限 電 圧 と 放 電 下 限 電 圧 の 差 で あ る 最 大 電 圧 幅 が 、 １ ． １ Ｖ 以 下 で あ  
る
　 蓄 電 素 子 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 正 極 活 物 質 層 は 、 正 極 活 物 質 と し て 、 コ バ ル ト 、 マ ン ガ ン 及 び ニ ッ ケ ル を 含 有 す る  
リ チ ウ ム 遷 移 金 属 複 合 酸 化 物 を 含 み 、
　 前 記 リ チ ウ ム 遷 移 金 属 複 合 酸 化 物 に お け る コ バ ル ト 、 マ ン ガ ン 及 び ニ ッ ケ ル の 合 計 に 対  
す る ニ ッ ケ ル の 原 子 比 率 が 、 ０ ． ４ 以 上 で あ る
　 請 求 項 １ に 記 載 の 蓄 電 素 子 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 負 極 は 、 負 極 活 物 質 と し て 炭 素 材 料 を 含 み 、
前 記 最 大 電 圧 幅 が 、 １ ． ０ Ｖ 以 下 で あ る 、 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 蓄 電 素 子 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 最 大 電 圧 幅 が 、 ０ ． ９ Ｖ 以 下 で あ る 、 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 蓄 電 素 子 。
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【 請 求 項 ５ 】
複 数 の 蓄 電 素 子 を 含 む 蓄 電 装 置 で あ っ て 、
前 記 複 数 の 蓄 電 素 子 の そ れ ぞ れ は 、 正 極 活 物 質 層 を 含 む 正 極 と 、 負 極 と 、 非 水 電 解 質 と 、  
を 含 み 、
前 記 正 極 活 物 質 層 は 、 ホ ウ 素 と ア ル ミ ニ ウ ム と を 含 み 、
前 記 複 数 の 蓄 電 素 子 は 、 通 常 使 用 時 の 充 電 上 限 電 圧 と 放 電 下 限 電 圧 の 差 で あ る 最 大 電 圧 幅  
が １ ． １ Ｖ 以 下 と な る よ う に 制 御 さ れ て い る 、
蓄 電 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 負 極 は 、 負 極 活 物 質 と し て 炭 素 材 料 を 含 み 、
前 記 複 数 の 蓄 電 素 子 は 、 前 記 最 大 電 圧 幅 が １ ． ０ Ｖ 以 下 と な る よ う に 制 御 さ れ て い る 、 請  
求 項 ５ に 記 載 の 蓄 電 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 複 数 の 蓄 電 素 子 は 、 前 記 最 大 電 圧 幅 が ０ ． ９ Ｖ 以 下 と な る よ う に 制 御 さ れ て い る 、 請  
求 項 ５ に 記 載 の 蓄 電 装 置 。
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